
「障害者の雇用の 促進等に関する 法律の一部を 改正する法律案」について 

厚生労働省においては ，「障害者の 雇用の促進等に 関する法律の 一部を改正す 

る法律案」を 作成し、 本日，同法律案の 国会提出について 閣議に付議し、 閣議決 

定 がなされた。 

なお、 同法律案の概要は 別紙のとおりであ る。 
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1 改正の主な内密 ] 

①障害者雇用率制度 の 適用 
0  雇用率制度の 適用に当たって、 精神障害者 ( 精神障害者保健福祉手帳 所持者 ) であ る 方 

勘考及 び 短時間労働者を 各事業主の雇用率の 算定対象とする ( 短時間労働者は「人をもっ 
て 0. 5 人分 ) ( 法定雇用率 (1 、 8%) は現行どおり ) 。 

              制度 の 適用 
0  納付金の徴収 額 、 調整金・報奨金の 支給額の算定に 当たって、 上記①と同様に 取り扱う。 

  (2) 在宅就業障害者に 対する支援 

0  自宅等において 就業する障害者 ( 在宅就業障害者 ) に仕事を発注する 事業主については、 
障害者雇用納付金制度において、 特例調整金・ 特例報奨金の 支給を行う。 

0  事業主が、 在宅就業障害者に 対する支援を 行 う 団体として厚生労働大臣の 登録を受けた 
法人 ( 在宅就業支援団体 ) を介して在宅就業障害者に 仕事を発注する 場合についても、 同 
様に取り扱う。 

l (3) 障害者福祉施策との 有機的な連携等 1 
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(2)@(D4fe 
0  職場適応援助者 ( ジョブコーチ ) による援助を 行うことに対する 助成金の創設、 特例 子 

会社に係る調整金・ 報奨金の支給先の 範囲拡大その 他所要の改正を 行う。 

[ 施行期日 ] 

平成 18 年 4 月「 日 ( ただし、 (3) ①及び (3) ②の一部 は ついては平成 17 年 10 月 ] 日 ) 
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又
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す
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